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�愛媛県告示第５２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官候補生の採用試験………………………………………………………………………………………………………………………………（総務管理課）……１７

○ 指定自立支援医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）……１７

○ クリーニング業法による研修の指定…………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）……１８

○ クリーニング業法による講習の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……１８

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）……１８

○ 保安林予定森林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……１９

○ 解除予定保安林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……１９

○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の発生………………………………………………………………………………………………………………（水産課）……１９

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）……２０

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）……２０

○ 道路の供用開始（県道新居浜別子山線）……………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）……２０

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２０

○ 道路の供用開始（県道高茂岬船越線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）……２１

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）……２１

○ 道路の供用開始（一般国道３７８号）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２１

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）……２１

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文、適性検査、口
述試験及び身体検査
令和４年２月５日（土）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和４年２月１日（火）０時
から令和４年２月４日（金）
１５時の間で任意の時間
※口述試験及び身体検査につい
ては令和４年２月５日（土）

任意の場所
※口述試験及び身体検査については松
山市南梅本町乙１１５番地

任意の場所
※口述試験及び身体検査については陸
上自衛隊松山駐屯地

県内全域

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

医療法人 口羽外科胃腸
科医院

宇和島市津島町高田丙５４
７－１ 口 羽 正 知 宇和島市津島町高田丙５４

７－１ 口 羽 正 知 精神通院医療 令和４年
１月１日

ハッピー薬局 味酒店
松山市味酒町一丁目３番
地 四国ガス第２ビル１
階

株式会社ハッピーファー
マシー 松山市東垣生町４９７番地 代表取締役

新 野 和 幸
精神通院医療（薬
局）

令和４年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２７６号 令和４年１月２５日

令和４年１月２５日火曜日 第２７６号



愛 媛 県 報令和４年１月２５日 第２７６号

１８

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第５４号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の

規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図るための

研修を指定した。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター

理事長 田中 秀樹

３ 通信制で行う研修の受付期間

令和４年１月２５日（火）から令和４年２月７日（月）まで

４ 受講料

５，０００円

�������
�愛媛県告示第５５号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定に

より、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務に関する

知識の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター

理事長 田中 秀樹

３ 通信制で行う講習の受付期間

令和４年１月２５日（火）から令和４年２月７日（月）まで

４ 受講料

４，５００円

�愛媛県告示第５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日か

ら４月間縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エースワン宇和島店 宇和島市寄松字聖神
甲２０６番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所及び代表者の氏名

大木坑木有限会社
代表取締役
森田 孝雄
ほか２者

大木坑木有限会社
代表取締役
松雪 佳広
ほか２者

令和３年
１２月２４日
ほか

令和４年
１月１２日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

株式会社エースワン
高知県高知市南御座
１１－７
代表取締役
中山 土志延

株式会社エースワン
高知県高知市薊野南
町２８番１２号
代表取締役
中山 太陽

平成２８年
５月１６日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

ゆりあ調剤薬局 谷町店 松山市谷町甲６４番地６ 有限会社ゆりあ 松山市�万ノ台５６０番２ 代表取締役
權 田 明 徳

精神通院医療（薬
局）

令和４年
１月１日

コスモス薬局 東温店 東温市野田２丁目１０４－
１ 株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多
駅東２丁目１０番１号 第
一福岡ビルＳ館４階

代表取締役
横 山 英 昭

精神通院医療（薬
局）

令和４年
１月１日
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�愛媛県告示第５８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市宇和町明間１１０７から１１０９まで、１１１２、１１１３の１、１１１３の

２、１４９４、１５００、１５０１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

宇和町明間１１０７から１１０９まで・１１１２・１１１３の１・１１１３の２・

１５００・１５０１（以上８筆について、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町二名乙１８４４の１０、乙１８５３の２（以上２筆国
有林）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

河川管理施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第６０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

瀬戸加入区

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エースワン宇和島店 宇和島市寄松字聖神
甲２０６番地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 令和４年

１月１３日
令和４年
１月１２日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

午前６時３０分から午
後１０時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課



愛 媛 県 報令和４年１月２５日 第２７６号

２０

��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

令和４年１月２５日

愛媛県東予地方局長 末 永 洋 一

退 任

�愛媛県告示第６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年１月２５日

愛媛県東予地方局長 末 永 洋 一

�愛媛県告示第６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 陽成会 デイサービス リーフガーデンあさく
ら 愛媛県今治市朝倉下乙１０２番２ 令和３年１２月３１日 通所介護

株式会社絆 ヘルパーステーション 絆 愛媛県西条市中西４０４番地１ 令和３年１２月３１日 訪問介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 木 敏 幸 新居浜市萩生１２３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山乙５５５番１０３から

同市別子山乙５５５番７１まで
令和４年１月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町岩渕２３７番２から

同町岩渕丁５番３地先まで

旧 ３．３～２０．０ ０．１６４

新 ５．０～２２．６ ０．１６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町岩渕２３８番２から

同町岩渕乙５６番１まで
令和４年１月２５日
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�愛媛県告示第６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和４年１月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町樽見２２８番２から

同町樽見１８１番２まで
令和４年１月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町大江字芋尻３３５番地２地先から

同町大江字芋尻３６２番地１地先まで
旧 ３．３～１０．４ ０．１７８

西宇和郡伊方町大江字芋尻３３５番地２から

同町大江字芋尻３６２番地１まで
新 ５．４～３４．６ ０．１７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代甲２７１番地７から

同市真網代乙１２番地８まで
令和４年１月２５日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

宮 � 始 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６番地５ 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１番５号 令和３年

１２月１日

荒 井 政 森 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１番５号 西の土居あらいクリニック 新居浜市西の土居町一丁目８

番５号
令和３年
９月１日

令和４年１月２５日 発行


